
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
三
号

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保

険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
十

三
条
ノ
三
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
三
条
ノ
五

第
三
項
並
び
に
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並

び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
）
第
四
条
第
四
号
の

規
定
に
基
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
保
険
医

療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険

薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
（
第

一
条―

第
十
条
）

第
二
章
　
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
（
第
十
一

条―

第
二
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定

（
権
限
の
委
任
）

第
一
条
　
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に

保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
第
一
条
（
令
第
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す

る
。

２
　
令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す

る
地
方
厚
生
局
長
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委

任
す
る
。

（
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
）

第
二
条
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省

令
第
三
十
六
号
）
第
百
五
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
二

及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
又
は

地
方
厚
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い

う
。
）
に
委
任
さ
れ
た
健
康
保
険
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
の
権
限
は
、
当

該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
地
方
厚
生
局
長
等
（
以
下
「
指
定
に
関
す
る
管
轄

地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医

療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病

院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
は
、
様
式
第

一
号
に
よ
る
指
定
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生

局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
引
き
続
き
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
病
院
に
あ
つ
て
は
使
用
許
可
証
、
診
療
所
に
あ
つ

て
は
使
用
許
可
証
又
は
許
可
書
若
し
く
は
届
書
、
国

の
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
承
認
書

又
は
通
知
書
、
薬
局
に
あ
つ
て
は
許
可
証
の
そ
れ
ぞ

れ
の
写
し

二
　
病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
保
険
医
（
管
理
者

を
除
く
。
）
、
薬
局
に
あ
つ
て
は
保
険
薬
剤
師
（
管
理

薬
剤
師
を
除
く
。
）
の
氏
名
及
び
保
険
医
又
は
保
険

薬
剤
師
の
登
録
の
記
号
及
び
番
号
並
び
に
担
当
診
療

科
名
を
記
載
し
た
書
類

三
　
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
医
師
、
歯
科
医
師
及
び

薬
剤
師
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
を
記
載
し
た
書
類

四
　
病
院
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
に
あ
つ
て

は
、
看
護
師
、
准
看
護
師
及
び
看
護
補
助
者
の
そ
れ

ぞ
れ
の
数
を
記
載
し
た
書
類

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
申
請
書
の
提
出
は
、
同
時

に
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四

号
）
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
指
定

医
療
機
関
の
指
定
又
は
同
法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
指
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
申
請
書
及
び
書
類
の
提

出
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
（
以

下
「
地
方
厚
生
局
等
」
と
い
う
。
）
の
分
室
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

（
指
定
に
係
る
諮
問
）

第
四
条
　
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
の
指
定
又

は
そ
の
指
定
の
取
消
し
に
係
る
地
方
社
会
保
険
医
療
協

議
会
へ
の
諮
問
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し

く
は
薬
局
又
は
当
該
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬

局
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
が
行
う
も

の
と
す
る
。

（
公
示
）

第
五
条
　
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
地
方
厚
生

局
等
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
指
定
の
変
更
の
申
請
）

第
六
条
　
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医

療
機
関
の
指
定
の
変
更
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
病
院
又

は
診
療
所
の
開
設
者
は
、
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
る
指

定
変
更
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

て
、
こ
れ
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
病
院
に
あ
つ
て
は
使
用
許
可
証
、
診
療
所
に
あ
つ

て
は
使
用
許
可
証
又
は
許
可
書
若
し
く
は
届
書
、
国

の
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
承
認
書

又
は
通
知
書
の
そ
れ
ぞ
れ
の
写
し

二
　
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
を
記
載
し

た
書
類

三
　
看
護
師
、
准
看
護
師
及
び
看
護
補
助
者
の
そ
れ
ぞ

れ
の
数
を
記
載
し
た
書
類

２
　
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
指
定
変
更
申
請

書
及
び
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
標
示
）

第
七
条
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
そ
の
病
院

若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
保

険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
で
あ
る
旨
を
標
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
に
関
す
る
届
出
）

第
八
条
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
開
設
者
は
、

次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
指
定
に
関
す
る

管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
管
理
者
、
管
理
薬
剤
師
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤

師
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
。

二
　
法
第
八
十
条
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
に

該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
（
指
定
に
係

る
病
床
種
別
ご
と
の
病
床
数
等
を
除
く
。
）
又
は
同

条
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変

更
が
あ
つ
た
と
き
。

２
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
開
設
者
に
異
動
が

あ
つ
た
と
き
は
、
旧
開
設
者
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨

及
び
そ
の
年
月
日
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局

長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
生
活
保
護
法
第

五
十
条
の
二
の
届
出
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
前
二

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
面
に
そ
の
旨
を
付
記

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

地
方
厚
生
局
等
の
分
室
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険

薬
局
）

第
九
条
　
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
保

険
医
で
あ
る
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
開
設
す
る
診

療
所
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
剤
師
で
あ
る

薬
剤
師
の
開
設
す
る
保
険
薬
局
で
あ
つ
て
、
そ
の
指
定

を
受
け
た
日
か
ら
お
お
む
ね
引
き
続
き
当
該
開
設
者
で

あ
る
保
険
医
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師
の
み
が
診
療
若
し

く
は
調
剤
に
従
事
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
の
指
定
を
受

け
た
日
か
ら
お
お
む
ね
引
き
続
き
当
該
開
設
者
で
あ
る

保
険
医
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師
及
び
そ
の
者
と
同
一
の

世
帯
に
属
す
る
配
偶
者
、
直
系
血
族
若
し
く
は
兄
弟
姉

妹
で
あ
る
保
険
医
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師
の
み
が
診
療

若
し
く
は
調
剤
に
従
事
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
の
辞
退
の
申
出
）

第
十
条
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
開
設
者
は
、

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
辞
退
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
指
定
に
関
す
る
管
轄

地
方
厚
生
局
長
等
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
生
活
保
護
法
第
五

十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
及
び

第
六
項
並
び
に
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
指
定
の
辞
退
を
行
お
う
と
す
る

と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
書
面
に
そ

の
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
八
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
出
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
二
章
　
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録

（
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
）

第
十
一
条
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
第
一

項
第
五
号
の
二
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方

厚
生
局
長
等
に
委
任
さ
れ
た
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
の
権
限
は
、
保

険
医
療
機
関
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
す
る

医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
保
険
薬
局
に
お
い
て
健

康
保
険
の
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
つ
い
て
は
当
該

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

地
方
厚
生
局
長
等
、
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
診
療

所
又
は
薬
局
の
開
設
者
で
あ
る
医
師
若
し
く
は
歯
科
医

師
又
は
薬
剤
師
に
つ
い
て
は
当
該
診
療
所
又
は
薬
局
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
、
そ
の
他
の
医

師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
に
つ
い
て
は
そ
の

者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
（
以
下

「
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）

が
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
が
同
時
に
二
以
上
の
保
険

医
療
機
関
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
し
、
又

は
薬
剤
師
が
同
時
に
二
以
上
の
保
険
薬
局
に
お
い
て
健

康
保
険
の
調
剤
に
従
事
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
登
録
の
権
限
を
行
う
地
方

1



厚
生
局
長
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
権
限
は
、

主
と
し
て
当
該
診
療
又
は
調
剤
に
従
事
す
る
保
険
医
療

機
関
又
は
保
険
薬
局
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生

局
長
等
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
十
二
条
　
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
又
は

保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
医
師
若
し
く

は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
登

録
申
請
書
を
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

申
請
が
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条

第
三
項
第
一
号
の
指
定
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

登
録
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
三
条
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
の
提
出
は
、
保
険

医
療
機
関
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
す
る
医

師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
保
険
薬
局
に
お
い
て
健
康

保
険
の
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
あ
つ
て
は
当
該
保

険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
所
在
地
を
、
法
第
六
十

九
条
に
規
定
す
る
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
で
あ
る

医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
に
あ
つ
て
は
当

該
診
療
所
又
は
薬
局
の
所
在
地
を
、
そ
の
他
の
医
師
若

し
く
は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の

住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
等
の
分
室
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

（
名
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
三
条
　
令
第
三
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
保
険
医

名
簿
及
び
保
険
薬
剤
師
名
簿
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
登
録
の
抹
消
に
関
す
る
事
項

二
　
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
の
変
更
に

関
す
る
事
項

（
登
録
票
の
様
式
）

第
十
四
条
　
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
交
付
す
る
保
険

医
登
録
票
及
び
保
険
薬
剤
師
登
録
票
は
、
そ
れ
ぞ
れ
様

式
第
三
号
又
は
様
式
第
四
号
に
よ
る
。

（
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
の
変
更
）

第
十
五
条
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
登
録
に
関
す

る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
変
更
を
生
ず
る
に
至
つ
た

と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
保
険
医
登
録
票
又
は
保
険
薬

剤
師
登
録
票
（
以
下
「
登
録
票
」
と
い
う
。
）
を
添
え

て
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
変
更
前
の
登
録
に
関

す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
変
更
後
の
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等

は
、
前
項
の
届
出
に
基
づ
き
名
簿
に
当
該
保
険
医
又
は

保
険
薬
剤
師
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
変
更
前
の
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等

は
、
前
項
の
記
載
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
保
険
医

又
は
保
険
薬
剤
師
に
関
す
る
名
簿
の
記
載
を
消
除
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
変
更
後
の
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等

は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
名
簿
に
記
載
し
た
と
き

は
、
当
該
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
登
録
票
を
書
き

換
え
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
保
険
医
療
機
関
に

お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
す
る
保
険
医
又
は
保

険
薬
局
に
お
い
て
健
康
保
険
の
調
剤
に
従
事
す
る
保
険

薬
剤
師
に
あ
つ
て
は
当
該
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬

局
の
所
在
地
を
、
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
診
療
所

又
は
薬
局
の
開
設
者
で
あ
る
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師

に
あ
つ
て
は
当
該
診
療
所
又
は
薬
局
の
所
在
地
を
、
そ

の
他
の
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
あ
つ
て
は
そ
の
者

の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
等
の
分
室
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
関
す
る
届
出
）

第
十
六
条
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
次
の
各
号
の

一
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ

の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚

生
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
届
出
が
第
一
号
に
係
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

二
　
法
第
八
十
一
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定

に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

２
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
が
死
亡
し
、
又
は
失
そ
う

の
宣
告
を
受
け
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
よ
る
死
亡
又
は
失
そ
う
の

届
出
義
務
者
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月

日
を
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
届
出
を
行
う

者
は
、
当
該
届
出
が
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
薬

剤
師
の
免
許
の
取
消
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
あ

わ
せ
て
登
録
票
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
項

の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と

す
る
。

４
　
前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
届

出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
登
録
票
の
書
換
交
付
の
申
請
）

第
十
七
条
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
前
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
届
出
に
当
つ
て
は
、
登

録
票
を
添
え
て
、
そ
の
書
換
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
登
録
票
の
再
交
付
の
申
請
）

第
十
八
条
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
登
録
票
を
破

り
、
汚
し
、
又
は
失
つ
た
と
き
は
、
登
録
に
関
す
る
管

轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
登
録
票
の
再
交
付
を
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
登
録
の
取
消
し
に
係
る
諮
問
）

第
十
九
条
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
の
取
消
し

に
係
る
地
方
社
会
保
険
医
療
協
議
会
へ
の
諮
問
は
、
登

録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
が
行
う
も
の
と
す

る
。

（
登
録
の
抹
消
の
申
出
）

第
二
十
条
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
法
第
七
十
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
抹
消
を
求
め
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚

生
局
長
等
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
抹
消
を
申
し
出
た
者

は
、
予
告
期
間
が
終
了
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
登

録
票
を
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
返
納

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
出
及
び

第
二
項
の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
公
示
）

第
二
十
一
条
　
令
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
地
方

厚
生
局
等
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

（
取
消
に
係
る
登
録
票
の
返
納
）

第
二
十
二
条
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
そ
の
登
録

を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
登
録
票
を

登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
返
納
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
返
納
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
健
康
保
険
及
び
船
員
保
険
の
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤

師
の
指
定
に
関
す
る
件
の
廃
止
）

２
　
健
康
保
険
及
び
船
員
保
険
の
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤

師
の
指
定
に
関
す
る
件
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第

三
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
八
月
二
日
厚
生
省
令
第

三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
か
ら
附
則
第
十

二
条
ま
で
の
規
定
、
附
則
第
十
四
条
中
児
童
福
祉
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
一

号
様
式
及
び
第
四
号
の
二
様
式
の
改
正
規
定
、
附
則
第

十
五
条
中
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
八
号
の
改
正
規

定
、
附
則
第
二
十
条
中
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第

八
号
）
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
二
条

中
老
人
医
療
費
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
厚
生
省
令

第
五
十
三
号
）
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二

十
三
条
中
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
様
式
第
三
号
及
び
様

式
第
十
四
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
四
条
中
母
子

保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五

号
）
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
十
五

条
の
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
二
月
二
一
日
厚
生
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
二
月
二
一
日
厚
生
省
令

第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
九
月
二
一
日
厚
生
省
令

第
三
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
規
定
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
保
険
医
療
機
関
、
特
定

承
認
保
険
医
療
機
関
、
療
養
取
扱
機
関
又
は
特
定
承
認

療
養
取
扱
機
関
と
な
つ
て
い
る
病
院
の
開
設
者
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並

び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令

様
式
第
一
号
に
よ
る
指
定
申
請
書
若
し
く
は
承
認
申
請

書
又
は
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
療
養
取
扱
機
関
の

申
出
の
受
理
及
び
特
定
承
認
療
養
取
扱
機
関
の
承
認
並

び
に
国
民
健
康
保
険
医
及
び
国
民
健
康
保
険
薬
剤
師
の

登
録
に
関
す
る
省
令
様
式
第
一
に
よ
る
申
出
書
若
し
く

は
承
認
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
病
床
数
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か

2



に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
当
該
病
院
の
所
在
地

の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
一
九
日
厚
生
省
令

第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第

一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ

れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式

に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
及
び
板
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕

っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て

改
正
後
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
三
月
七
日
厚
生
省
令
第
八

号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
二
月
二
二
日
厚
生
省
令
第

五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
一
六
日
厚
生
省
令
第

一
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
九
日
厚
生
省
令
第
五

六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
九
年
八
月
一
四
日
厚
生
省
令
第

六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
七
月
二
七
日
厚
生
省
令

第
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定

並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険

医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
様
式
に

よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
厚
生
省
令

第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定

承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険

薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
六
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
既
に
法
第
四
十
三
条
ノ
十
二

（
法
第
四
十
四
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
取
消
し
を
受
け
て

い
る
者
又
は
法
第
四
十
三
条
ノ
十
三
の
規
定
に
よ
り
登

録
の
取
消
し
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二

号
中
「
取
消
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
と
あ
る
の
は

「
取
消
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い

る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
で
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う

べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の

相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為

と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
対
し
届
出
、
報
告
そ

の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省

令
の
相
当
規
定
に
よ
り
相
当
の
機
関
に
対
し
て
届
出
、

報
告
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に

つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し

て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の

規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省

令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
三
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定

承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険

薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
三
十
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並

び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令

様
式
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
経
過
的
旧
そ
の
他
の
病
床
を
有
す
る
病
院
に
係
る
健

康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
医
療
機
関
の
指
定
の
申

請
及
び
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
の
申
請
並
び
に
同

法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
医
療
機
関

の
指
定
の
変
更
の
申
請
及
び
同
法
第
八
十
六
条
第
十
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
承
認
の
変
更
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の

指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に

保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
様
式

第
一
号
及
び
様
式
第
一
号
の
二
中
「
一
般
病
床
　
　

床
、
療
養
病
床
　
　
床
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
過
的
旧

そ
の
他
の
病
床
（
う
ち
、
経
過
的
旧
療
養
型
病
床
群
　

　
床
）
　
　
床
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
五
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
に
よ
る
改
正
前

の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定

承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険

薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧

令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
を
満

た
す
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
い

る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所

は
、
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保

険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承

認
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条

の
二
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
厚
生

労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
で
あ
る

病
院
又
は
診
療
所
は
、
第
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
第
五
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
高
度
先
進
医
療
と
し
て
厚
生
労
働
大

臣
の
承
認
を
受
け
た
療
養
に
関
し
て
、
当
該
療
養
に
要

す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
健
康
保
険
法
（
大
正
十

一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
六
条
第
二
項
又
は
第
百

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を
超

え
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
令
第
五
条
の
二
に
規

定
す
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
な
さ
れ
た
特
定
承

認
保
険
医
療
機
関
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前

の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣

3



の
承
認
を
受
け
た
病
院
又
は
診
療
所
は
、
新
令
第
五
条

の
二
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定

承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険

薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
三
条
　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
よ
り
別
段
の
申
出
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
改
正
前
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保

険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承

認
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

省
令
第
五
条
の
例
に
よ
る
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
以
降
に
お
い
て
、
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険

薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録

に
関
す
る
省
令
第
一
条
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病

院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
が
、
施
行
日
前
に
当
該

申
請
に
係
る
指
定
申
請
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き
は
、

健
康
保
険
法
第
六
十
五
条
第
三
項
第
一
号
、
第
三
号
又

は
第
四
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
旨
を
記
載
し
た
書
面

を
別
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
二
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六

年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年

四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険

医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改

正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険

医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改

正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の

指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す

る
省
令
に
基
づ
く
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省

令
第
三
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保

険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
お

け
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
票
の
交
付
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

様
式
第
一
号
（
第
三
条
関
係
）

様式第一号(第三条関係) 

(表 面) 

  

保 険 医 療 機 関 

保 険 薬 局 
指 定 申 請 書   ※番        号     

※医療機関(薬局)コード   

  

① 病 院 ・ 診 療 所 ・ 薬 局 
名 称     

所 在 地   

② 管 理 者 ・ 管 理 薬 剤 師 

氏 名   

保険医・保険薬剤師・その他 
保険医又は保険薬剤師の

登 録 の 記 号 及 び 番 号 

  

③ 診 療 科 名   

④ 開設者(法人の場合は、代表者) 
医師・歯科医師・保険医・薬

剤師･保険薬剤師･その他 

保険医又は保険薬剤師の

登 録 の 記 号 及 び 番 号 

  

⑤ 

健康保険法第65条第3項第1号、

第3号から第5号までのいずれか

(指定欠格事由)に該当 

有 ・ 無 

該 当 す る 法 律 名   

内 容   

該 当 年 月 日   

処 分 権 者 等   

⑥ 
医療法第30条の11の規定による

勧告 
有 ・ 無 勧 告 年 月 日 

  

⑦ 
指定に係る病床種別ごとの病床

数等 
床 

(うち、一般病床  床、療養病床  床、精神病床  床、結核病床  床、感染症病床  床) 

(特別の療養環境に係る病床  床(個室 床、2人室 床、3人室 床、4人室 床)) 

  上記のとおり申請します。 

    令和   年   月   日 

 

開設者の氏名及び住所 

 

 

  地方厚生(支)局長       殿 
(法人の場合は、名称、代表者の職氏名及び 

主たる事務所の所在地) 
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(裏 面) 

 記入上の注意 

 1．標題並びに①、②、④、⑤及び⑥の欄は、該当の文字を○で囲むこと。 

  ただし、⑤の欄については、平成 18年 10月 1日前にした行為により罰金又は禁錮以上の刑に処せられた場合は、無を○で囲むこと。 

 2．開設者が管理者又は管理薬剤師であるときは、②の欄に斜線を引くこと。 

 3．③の欄は、病院又は診療所に限り、その標榜する診療科名を記入すること。 

 4．⑤の欄に有と○で囲んだ場合は、該当する法律名を記載すること。 

  また、内容欄に非該当となる年月日を記入すること。 

   健康保険法第 65条第 3項第 3号の場合の該当法律 

      ・健康保険法           ・国民健康保険法 

      ・船員保険法           ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

      ・医師法             ・薬剤師法 

      ・歯科医師法           ・地方公務員等共済組合法 

      ・保健師助産師看護師法      ・高齢者の医療の確保に関する法律 

      ・医療法             ・再生医療等の安全性の確保等に関する法律 

      ・私立学校教職員共済法      ・臨床研究法 

      ・国家公務員共済組合法 

   同項第 5号の場合の該当法律 

      ・健康保険法           ・船員保険法 

      ・国民健康保険法         ・高齢者の医療の確保に関する法律 

      ・地方公務員等共済組合法     ・私立学校教職員共済法 

      ・厚生年金保険法         ・国民年金法 

 5．⑥及び⑦の欄は、病院又は病床を有する診療所に限り記入すること。 

 6．⑦の欄の特別の療養環境に係る病床とは、その利用について法律の規定に基づく費用の額を超える金額の支払いを受ける病床をいうもの

であること。 

 ※の欄には、記入しないこと。 

備 考 この用紙は、A列 4番とすること。 

 

ぼう 

様
式
第
一
号
の
二
（
第
六
条
関
係
）

様式第一号の二(第六条関係) 

(表 面) 

   

 

保 険 医 療 機 関 指 定 変 更 申 請 書 
  ※番 号   

  
※医療機関コード   

  

① 病 院 ・ 診 療 所 

名 称 

    

所 在 地 

  

② 
医療法第30条の11の規定によ

る勧告 
有 ・ 無 勧 告 年 月 日 

  

③ 
変更後の指定に係る病床種別

ごとの病床数等 
床 

(うち、一般病床  床、療養病床  床、精神病床  床、結核病床  床、感染症病床  床) 

 

(特別の療養環境に係る病床  床(個室 床、2人室 床、3人室 床、4人室 床)) 

  上記のとおり申請します。 

    令和   年   月   日 

 

開設者の氏名及び住所 

 

 

  地方厚生(支)局長       殿 
(法人の場合は、名称、代表者の職氏名及び

主たる事務所の所在地) 

 

(裏 面) 

記入上の注意 

 

1. ①及び②の欄は、該当の文字を○で囲むこと。 

2. ③の欄の特別の療養環境に係る病床とは、その利用について法律の規定に基づく費用の額を超える金額の支払を受ける病床をいうもので

あること。 

※の欄には、記入しないこと。 

 備 考 この用紙は、A列4番とすること。 

様
式
第
一
号
の
三
（
第
三
条
関
係
）
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様
式
第
二
号
（
第
十
二
条
関
係
）

様式第二号(第十二条関係) 

(表 面) 

  

保 険 医 

保 険 薬 剤 師 
 登 録 申 請 書 

  ※登録の記号及び番号   
  

※登 録 年 月 日   

  
① 医師・歯科医師・薬剤師 氏 名 明・大・昭・平・令  年  月  日生 男・女 

  

② 医籍・歯科医籍・薬剤師名簿 登 録 番 号   登録年月日 明・大・昭・平・令   年  月  日 

③ 
健康保険の診療・調剤に従事

する病院・診療所・薬局 

名 称 
  

担当診療科名 
  

所 在 地 
  

④ 

健康保険法第71条第2項第1号

から第3号のいずれか(登録欠

格事由)に該当 

有 ・ 無 

該当する法律名   

内 容   

該 当 年 月 日   

処 分 権 者 等   

    上記のとおり申請します。 

      令和  年  月  日 

    地方厚生(支)局長 

                 殿 

医師若しくは歯科医師又は

薬剤師の氏名及び住所 

  

 

(裏 面) 

 記入上の注意 

 1．①、②、③及び④の欄は、該当の文字を○で囲むこと。 

  ただし、④の欄については、平成18年10月1日前にした行為により罰金又は禁錮以上の刑に処せられた場合は、無を○で囲むこと。 

 2．③の欄は、健康保険の診療又は調剤に従事する病院若しくは診療所又は薬局が2以上あるときは、主として従事するものについて記入し、

医師にあっては、その担当診療科名を記入すること。 

 3．④の欄に有と○で囲んだ場合は、該当する法律名を記載すること。 

  また、内容欄に非該当となる年月日を記入すること。 

   健康保険法第71条第2項第2号の場合の該当法律 

      ・健康保険法          ・国民健康保険法 

      ・船員保険法          ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

      ・医師法            ・薬剤師法 

      ・歯科医師法          ・地方公務員等共済組合法 

      ・保健師助産師看護師法     ・高齢者の医療の確保に関する法律 

      ・医療法            ・再生医療等の安全性の確保等に関する法律 

      ・私立学校教職員共済法     ・臨床研究法 

      ・国家公務員共済組合法 

 ※の欄には、記入しないこと。 

備 考 この用紙は、A列4番とすること。 

様
式
第
三
号
（
第
十
四
条
関
係
）

様式第三号(第十四条関係) 

保 険 医 登 録 票 

  
登録の記号及び番号   登録年月日   

  

医師・歯

科 医 師 
氏 名 

  明
・
大
・
昭
・
平
・
令 

年  月  日生 男・女 

   上記のとおり登録したことを証明する。 

     令和  年  月  日 

地方厚生(支)局長         印 

 備 考 この用紙は、B列7番とすること。 
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様
式
第
四
号
（
第
十
四
条
関
係
）

様式第四号(第十四条関係) 

保 険 薬 剤 師 登 録 票 

  
登録の記号及び番号   登録年月日   

  

薬 剤 師 氏 名 

  明
・
大
・
昭
・
平
・
令 

年  月  日生 男・女 

  上記のとおり登録したことを証明する。 

    令和  年  月  日 

地方厚生(支)局長         印 

 備 考 この用紙は、B列7番とすること。 
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